
屋外広告業の登録（新規・更新）に係る手数料の電子納付について（申請者用）

（１）トップページ

（２）手続き選択画面

山口県を選択

「屋外広告業の登録申請に係る手数料」を選択

「屋外広告」で検索
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（３）手続き案内画面
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（４）ログイン画面

「電子申請をする」を選択

メールアドレスを入力して、

「ログインしないで申請する」

を選択

以下「ログインしないで申請する」

パターンを紹介
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（５）仮受付画面

（６）申請方法のお知らせメールの画面

申請の入力開始ページのリンクがメールに送付される

この番号が必要になるので控えておく

リンク先にアクセスする
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（７）申請開始画面

メールアドレスを入力

メールに記載された仮受付番号を入力

「申請を開始する」を選択
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（８）申請内容入力画面

入力フォームに移動するので、

必要事項を入力

申請書等を提出する土木建築事務所を選択。

申請先については、営業所の所在地（営業所が県外の

場合は主たる営業区域）を所管する土木建築事務所に

なります。詳細は、県のHPをご確認ください。

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/130/23674.html
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（９）手続方法入力画面

必要事項の入力が完了したら「次へ」

を選択

支払い方法を選択

必要事項を入力したら

「次へ」を選択
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（１０）手続方法入力画面

任意のパスワードを設定

（申請内容確認時に必要）

必要事項を入力したら「送信」
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（１１）手数料に係る申請送信完了画面

（参考）手数料に係る申請受付メール

「支払を行う」を選択して、支払い

画面へ進む

手数料に係る申請が送信されると、

申請完了をお知らせするメールが届

きます。
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（１２）支払い内容確認画面
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申請時に選択した支払い方法を選択。

（例：クレジットによる納付）
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（１３）クレジット決済確認画面
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「同意して次へ」を選択
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（１４）クレジットカード情報入力

カード情報入力後、

「お支払い」を選択
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（１５）支払い完了画面
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（１６）納付完了メール

納付が完了したら、納付完了のお知らせメールが届

きます。

この「受付番号」を別紙「納付に関する調書」に記

入して、申請書等と併せて所管の土木建築事務所に

持参又は郵送にて、ご提出ください。

16 


